
千葉科学大学学術リポジトリ登録要項 

 

（趣 旨） 

第１条  千葉科学大学（以下，「本学」という）は，本学の研究・教育等によって得られた電子的形態

の学術成果・資料（以下，「成果資料」という）を収集し，インターネットを利用して発信する

ことにより成果を社会に還元するため，千葉科学大学学術リポジトリ（以下，「本学リポジトリ」

という）を、当面の期間、国立情報学研究所（NII）の共同リポジトリを利用して千葉科学大学

図書館（以下，「図書館という）で運用する。 

（本学リポジトリに登録する対象資料） 

第２条  本学リポジトリに登録し，インターネットを利用して公開する資料は，次の各号に掲げる条件

をすべて満たすものとする。 

１  第３条に規定する者が本学在籍中に単独もしくは共同で作成した成果資料，または本学の研究

機関等が作成した成果資料であること。 

２  法令，社会通念及びセキュリティ上，問題が生じない成果資料であること。 

３  次のいずれかに該当する成果資料であること。 

1)  商業出版社もしくは学会等（以下，「出版社等」という）が発行する冊子体または電子的な学

術雑誌に掲載された学術論文 

2)  学内紀要や学内著作物に掲載された学術論文 

3)  大学院博士課程または修士課程における学位授与審査論文 

4)  科学研究費補助金による研究成果 

5)  個人の研究成果を新たにとりまとめたリサーチペーパー（研究論文） 

6)  学術的会議等での発表資料 

7)  その他，特に図書館長が必要と認めた資料 

（本学リポジトリに登録する対象者） 

第３条  本学リポジトリに，電子的形態の成果資料を登録できる者（以下，「登録者」という）は，次

の各号に掲げるとおりとする。 

１  千葉科学大学に在籍または在籍したことのある教職員及び学生 

２  図書館長が資料登録を認めた者 

（登録資料の扱い） 

第４条  図書館は，登録する成果資料の著作権等の権利関係，その他の公開に関わる規則等を調査し，

登録の可否を判断するものとする。 

第５条  図書館は，登録に支障がないと判断した場合，成果資料のタイトル，著者等の検索用情報を本

学リポジトリに登録し，インターネットを利用して外部データベース等からのメタデータのハーベ

ストに応じる。 

第６条  図書館は，公開に支障があると判断した場合，公開を差し止めることがある。差し止めた場合

はその旨を登録者に通知し，必要があれば協議を行う。 

第７条  登録された成果資料は，原則として図書館に寄贈されたものとする。 

第８条  登録にあたっては，図書館事務室がその登録作業を代行することができる。 

（登録資料の公開条件） 

第９条  本学リポジトリに登録された資料（以下，「登録資料」という）には，次の各号のいずれかの

利用条件が適用され，その下で公開されるものとする。 

１ 投稿規定等により，著作権が出版社等に委譲されている場合，当該出版社等にセルフ・アーカ

イビング許諾条件を確認して，許諾された条件の範囲内 

２ 投稿規定等により，登録者による著作権の行使が制限されている場合，その規定等による条件

の範囲内 

３ 登録者による著作権の行使に特別の制限がない場合，Creative Commons Public License（日

本準拠版）「帰属，非営利，派生禁止」の定める条件の範囲内 

４ 権利者の許諾が得られた場合，その許諾条件の範囲内 



（資料の改廃） 

第１０条 登録資料及びメタデータの変更・削除は，当該登録資料の登録者の申請に基づき，図書館が

行うものとする。 

第１１条 登録者が登録資料の本文等の内容を改変し，置き換えることはいかなる事由があっても認め

ない。内容の改変が必要な場合は，当該登録資料の別版として，新規に登録するものとする。 

（免責事項） 

第１２条 図書館は登録資料の公開にあたり，利用者に対して利用条件について注意を喚起する。その

上で，登録資料の公開によって発生した損害については，図書館は一切責任を負わないものとす

る。 

（担当組織） 

第１３条 本学リポジトリに関する事務は，図書館事務室が担当する。 

（改 廃） 

第１４条 この要項の改廃は、大学協議会の議を経て行うものとする 

 

 

附 則 

 この要項は、平成２６年 1月 1日から施行する。 


